                 
１　当事業所の概要
（1） 事業所の概要
	事業所名
	デイサービス WILL　BLUE

	所在地
	群馬県桐生市宮前町2丁目5番34号

	連絡先
	TEL 0277-47-6971　FAX 0277-47-6971

	管理者
	金井　辰徳

	サービス種類
	指定通所介護

	介護保険指定番号
	1070303407号

	サービス提供地域
	伊勢崎市、前橋市、みどり市、桐生市、太田市

	事業者
	株式会社HIKARI

	代表者
	代表取締役　齋藤　小夜子


※サービス提供地域について、提供地域以外の方はご相談ください。  
（2） 営業時間
	平日
	午前9:00～午後4:30

	土曜日
	午前9:00～午後4:30

	日曜祭日
	午前9:00～午後4:30


    ※事務所営業時間：午前8:30〜午後5:30
　　　延長サービス提供可能時間：サービス提供前後30分～1時間（午前8:30〜午前9:00・午後4:30〜午後5:30）
（3） 職員体制
	
	資　格
	常  勤
	非常勤
	計

	管理者
	認知症基礎研修
	1名
	名
			1名

	看護師
	看護師　准看護師
	1名
	5名
	6名

	生活相談員
	介護福祉士
	1名
	5名
	7名

	介護士
	介護福祉士・実務者研修・初任者研修・取得中
	2名
	15名
	17名

	機能訓練士
	理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・柔道整復師
	2名
	5名
	7名

	
	
	名
			名
	名


※業務内容
　　管理者：従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
　　看護師：利用者の健康管理及び心身状態の把握を行うとともに衛生管理等の業務を行う。又、利用者の病状が急変した場合に利用者の主治医師の指示を受け、必要な看護を行う。
生活相談員：利用者及び家族の相談に応じるとともに、事業所内のサービスの調整、利用者の入浴、排泄、食事等の介助、居宅介護支援事業者等との連絡調整を行う。
介護士：入浴、排せつ、食事の介助等、日常生活に必要な支援及び介護を行う。
機能訓練士：利用者の健康状態の確認を行い、日常生活を営むのに必要な機能を改善又は維持するための機能訓練を行う。











２　当事業所の連絡窓口（相談・苦情・キャンセル連絡など）
TEL ： 0277-32-4068
担　当　部　署：　デイサービスWILL　BLUE     
担　　当　　者：　金井　辰徳     　　　　　　　　　　
受　付　時　間：午前8：30～午後5：30　 
※ご不明な点はお尋ねください。ご相談については各市区町村でも受付けております。

1. 相談窓口　桐生市役所　長寿支援課	
電話　0277-46-1111　受付時間8：30～17：15（土曜、日曜祝日を除く）
2. 相談窓口　太田市介護サービス課　
電話　0276-47-1939　受付時間8：30〜17：30
3. 相談窓口　みどり市役所　介護高齢課
電話　0277-76-0974　受付時間8：30～17：30
4. 相談窓口　伊勢崎市役所　介護保険課
電話　0270-24-5111　受付時間8：30～17：15（土曜、日曜祝日を除く）
5. 相談窓口　前橋市役所　介護保険課	
電話　027-898-6157　受付時間8：30～17：15
6. 相談窓口　群馬県国民健康保険団体連合会
電話　027-290-1323(苦情相談専用)　受付時間　9：00～17：00


３　事業の目的・運営方針
（1）目的
　株式会社HIKARIが開設するデイサービスWILL BLUE（以下「事業所」という。）が行う指定通所介護事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が要介護状態にある高齢者（以下「利用者様」という。）に対し、適正な指定通所介護を提供することを目的とする。
（2）運営方針
　指定通所介護の提供に当たっては、利用者様の心身の特徴を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者様の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者様の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の援助を行う。
　指定通所介護の提供に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

４　通所介護の内容
（1） 身体介護
（2） 入浴介助
（3） 食事の提供
（4） 日常生活動作の機能訓練
（5） 健康状態の確認
（6） アクティビティ・サービスの提供
（7） 日常生活における相談及び助言
（8） 送迎


５　料金表　
＜通所介護利用料金表＞
「通所介護(デイサービス)」料金表
対象事業所 デイサービスWILL BLUE
上記事業所の地域区分は「その他」で1単位あたりの単価は 
1.基本サービス 
1通常規模 2時間以上3時間未満 
10円
	要介護区分 
	単位数 
	利用料金 
	自己負担額 

	
	
	
	1割負担 
	2割負担 
	3割負担 

	要介護1 (1単位の増) 
	272単位 
	2,720円 
	272円 
	544円 
	816円 

	要介護2 (2単位の増) 
	311単位 
	3,110円 
	311円 
	622円 
	933円 

	要介護3 (2単位の増) 
	351単位 
	3,510円 
	351円 
	702円 
	1,053円 

	要介護4 (2単位の増) 
	392単位 
	3,920円 
	392円 
	784円 
	1,176円 

	要介護5 (2単位の増) 
	432単位 
	4,320円 
	432円 
	864円 
	1,296円 


2通常規模 3時間以上4時間未満 
	要介護区分 
	単位数 
	利用料金 
	自己負担額 

	
	
	
	1割負担 
	2割負担 
	3割負担 

	要介護1 (2単位の増) 
	370単位 
	3,700円 
	370円 
	740円 
	1,110円 

	要介護2 (2単位の増) 
	423単位 
	4,230円 
	423円 
	846円 
	1,269円 

	要介護3 (2単位の増) 
	479単位 
	4,790円 
	479円 
	958円 
	1,437円 

	要介護4 (3単位の増) 
	533単位 
	5,330円 
	533円 
	1,066円 
	1,599円 

	要介護5 (3単位の増) 
	588単位 
	5,880円 
	588円 
	1,176円 
	1,764円 


3通常規模 4時間以上5時間未満 
	要介護区分 
	単位数 
	利用料金 
	自己負担額 

	
	
	
	1割負担 
	2割負担 
	3割負担 

	要介護1 (2単位の増) 
	388単位 
	3,880円 
	388円 
	776円 
	1,164円 

	要介護2 (2単位の増) 
	444単位 
	4,440円 
	444円 
	888円 
	1,332円 

	要介護3 (2単位の増) 
	502単位 
	5,020円 
	502円 
	1,004円 
	1,506円 

	要介護4 (3単位の増) 
	560単位 
	5,600円 
	560円 
	1,120円 
	1,680円 

	要介護5 (3単位の増) 
	617単位 
	6,170円 
	617円 
	1,234円 
	1,851円 


4通常規模 5時間以上6時間未満 
	要介護区分 
	単位数 
	利用料金 
	自己負担額 

	
	
	
	1割負担 
	2割負担 
	3割負担 

	要介護1 (3単位の増) 
	570単位 
	5,700円 
	570円 
	1,140円 
	1,710円 

	要介護2 (3単位の増) 
	673単位 
	6,730円 
	673円 
	1,346円 
	2,019円 

	要介護3 (4単位の増) 
	777単位 
	7,770円 
	777円 
	1,554円 
	2,331円 

	要介護4 (4単位の増) 
	880単位 
	8,800円 
	880円 
	1,760円 
	2,640円 

	要介護5 (5単位の増) 
	984単位 
	9,840円 
	984円 
	1,968円 
	2,952円 


5通常規模 6時間以上7時間未満 
	要介護区分 
	単位数 
	利用料金 
	自己負担額 

	
	
	
	1割負担 
	2割負担 
	3割負担 

	要介護1 (3単位の増) 
	584単位 
	5,840円 
	584円 
	1,168円 
	1,752円 

	要介護2 (3単位の増) 
	689単位 
	6,890円 
	689円 
	1,378円 
	2,067円 

	要介護3 (4単位の増) 
	796単位 
	7,960円 
	796円 
	1,592円 
	2,388円 

	要介護4 (4単位の増) 
	901単位 
	9,010円 
	901円 
	1,802円 
	2,703円 

	要介護5 (5単位の増) 
	1008単位 
	10,080円 
	1,008円 
	2,016円 
	3,024円 


6通常規模 7時間以上8時間未満 
	要介護区分 
	単位数 
	利用料金 
	自己負担額 

	
	
	
	1割負担 
	2割負担 
	3割負担 

	要介護1 (3単位の増) 
	658単位 
	6,580円 
	658円 
	1,316円 
	1,974円 

	要介護2 (4単位の増) 
	777単位 
	7,770円 
	777円 
	1,554円 
	2,331円 

	要介護3 (4単位の増) 
	900単位 
	9,000円 
	900円 
	1,800円 
	2,700円 

	要介護4 (5単位の増) 
	1,023単位 
	10,230円 
	1,023円 
	2,046円 
	3,069円 

	要介護5 (6単位の増) 
	1,148単位 
	11,480円 
	1,148円 
	2,296円 
	3,444円 


7通常規模 8時間以上9時間未満 
	要介護区分 
	単位数 
	利用料金 
	自己負担額 

	
	
	
	1割負担 
	2割負担 
	3割負担 

	要介護1 (3単位の増) 
	669単位 
	6,690円 
	669円 
	1,338円 
	2,007円 

	要介護2 (4単位の増) 
	791単位 
	7,910円 
	791円 
	1,582円 
	2,373円 

	要介護3 (4単位の増) 
	915単位 
	9,150円 
	915円 
	1,830円 
	2,745円 

	要介護4 (5単位の増) 
	1,041単位 
	10,410円 
	1,041円 
	2,082円 
	3,123円 

	要介護5 (6単位の増) 
	1,168単位 
	11,680円 
	1,168円 
	2,336円 
	3,504円 




8時間延長加算料金(要介護1~5共通) 
※所要時間7時間以上9時間未満のサービスに連続して、日常生活上の世話を行った場合 に算定されます。 
2.加算サービス(減算) 
	要介護区分 
	単位数 
	利用料金 
	自己負担額 

	
	
	
	1割負担 
	2割負担 
	3割負担 

	9時間以上10時間未満 
	50単位 
	500円 
	50円 
	100円 
	150円 

	10時間以上11時間未満 
	100単位 
	1,000円 
	100円 
	200円 
	300円 

	11時間以上12時間未満 
	150単位 
	1,500円 
	150円 
	300円 
	450円 

	12時間以上13時間未満 
	200単位 
	2,000円 
	200円 
	400円 
	600円 

	13時間以上14時間未満 
	250単位 
	2,500円 
	250円 
	500円 
	750円 



	加算サービスの種類 
	単位数 
	利用料金 
	自己負担額 

	
	
	
	1割負担 
	2割負担 
	3割負担 

	入浴介助加算/1日につき 
	40単位 
	400円 
	40円 
	80円 
	120円 

	中重度者ケア体制加算/1日につき 
	45単位 
	450円 
	45円 
	90円 
	135円 

	生活機能向上連携加算1/1月につき 
	200単位 
	2,000円 
	200円 
	400円 
	600円 

	生活機能向上連携加算2/1月につき 
	100単位 
	1,000円 
	100円 
	200円 
	300円 


 
	個別機能訓練加算(I)イ/1日につき 
	56単位 
	560円 
	56円 
	112円 
	168円 

	個別機能訓練加算(I)/ロ1日につき 
	76単位 
	760円 
	76円 
	152円 
	228円 

	ADL維持等加算(I)/1月につき 
	3単位 
	30円 
	3円 
	6円 
	9円 

	ADL維持等加算(II)/1月につき 
	6単位 
	60円 
	6円 
	12円 
	18円 

	認知症加算/1日につき 
	60単位 
	600円 
	60円 
	120円 
	180円 

	若年性認知症受入加算/1日につき (認知症加算算しない場合のみ) 
	60単位 
	600円 
	60円 
	120円 
	180円 

	栄養改善加算/1回につき(月2回限度) 
	200単位 
	2,000円 
	200円 
	400円 
	600円 

	栄養アセスメント加算/1回 (6月に1回を限度) 
	5単位 
	50円 
	5円 
	10円 
	15円 

	口腔機能向上加算/1回につき (月2回限度) 
	150単位 
	1,500円 
	150円 
	300円 
	450円 

	送迎減算(送迎を行わない場合)/片道 
	▲ 47単位 
	▲ 470円 
	▲ 47円 
	▲ 94円 
	▲ 141円 

	サービス提供体制強化加算(Ⅰ)/回 
	22 
	220円 
	22円 
	44円 
	66円 

	サービス提供体制強化加算(Ⅱ)/回 
	18 
	180円 
	18円 
	36円 
	54円 

	サービス提供体制強化加算(ⅢI)/回 
	6 
	60円 
	6円 
	12円 
	18円 


※上記の加算の適用は利用者への提供サービスの内容や事業所の体制等によって異なりますので、加算をつける場合には事前に説明させて頂きます。 
※所定単位数...1ヶ月間に利用した基本サービスと加算サービスの単位数の合計です。 
※介護職員処遇改善加算...介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを 行う事業所に認められる加算です。 
※介護職員等特定処遇改善加算...2019年10月からの消費税率引き上げに伴い、処遇改善のた めの特定処遇交付金が新設されました。 ※介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の両方が加算されます。 介護職員等特定処遇改善加算が(I)の場合...所定単位数に7.1%(5.9%+1.2%)を乗じた単位数が加算されます。 介護職員等特定処遇改善加算が(II)の場合...所定単位数に6.9%(5.9%+1.0%)を乗じた単位数が加算されます。 ※介護保険適用料金の自己負担額 
・1ヶ月に利用されたサービスの単位数の合計(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ支援加算を含む)に地域 区分単価を乗じた金額が介護保険サービスの利用料金で、利用者の自己負担割合に応じた金額が 自己負担金になります。
・1ヶ月の単位数の合計に地域区分単価を乗じて計算するため、サービス毎の自己負担額を合計した場合、小数点以下の端数処理の関係で請求書の金額とは差異が生じることがあります。  
	介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
	所定単位数に9%を乗じた単位数 




（1） 交通費
通常の事業の実施地域を越えて行う送迎の交通費は、通常事業の実施地域を越えた地点から居宅まで１キロあたり１５０円とします。

（2） キャンセル料金
	ご利用日の前営業日までに連絡があった場合
	無料

	ご利用日の前営業日までに連絡がなかった場合
	無料


※キャンセルをされる場合は、至急事業所までご連絡ください

（3） 介護保険給付対象外サービス
　介護保険給付対象外のサービス利用料金は、全額ご利用者様の負担になります。

 (4)       その他の費用
食費　昼食代　４７０円（おやつ代含む）
おむつ代　実費（事業所でオムツを廃棄する場合、一枚につき廃棄料として２３円をご負担していただきます。）
日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収致します。
上記の費用の支払いを受ける場合には、利用者様又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることとします。



(5)       利用料金などのお支払方法
毎月１５日までに前月利用分の請求をします。１０日以内に支払いをしていただき、領収書を発行します。現金集金・口座振り込み（１０日以内）・口座引き落とし（５日以内）から選べることとします。


５　サービスの利用方法
（1） サービスの利用開始
通所介護計画作成と同時に契約を結んだ後、サービス提供を開始いたします。なお、居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。
まずはお電話などでお申し込みください。当社職員がお伺いしてご説明いたします。

（2） サービスの終了
1 ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の4週間前までに、文書でお申し出ください。
2 当事業所の都合でサービスを終了する場合
やむを得ない事情により、当事業所からのサービス提供を終了させていただく場合があります。その場合は、終了日の1ヶ月までに、文書で通知いたします。
3 自動終了（以下に該当する場合は、通知が無い場合でも自動的にサービスが終了します）
・ご利用者様が介護保険施設に入所した場合
・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕と認定された場合
　　　※非該当〔自立〕と認定された場合は、条件を変更して再度契約することができます。
・ご利用者様が亡くなられた場合

4 契約解除
・当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・ご利用者様やご家族様などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合や、当事業所が破産した場合は、文書で通知することで、ご利用者様は即座に契約を解約することができます。　
・ご利用者様が、サービス利用料金の支払いを1ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告したにもかかわらず30日以内に支払われない場合や、当事業所や当事業所のサービス従事者に対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することで、当事業所におけるサービス提供を即座に終了させていただく場合があります。
5 その他
・ご利用者様が、病気・怪我などで健康上に問題がある場合や、サービス当日の健康チェックの結果、体調が悪い場合は、サービスの変更または中止する場合があります。
・通所介護サービスご利用中に体調が悪くなった場合は、サービスを中止する場合があります。その場合は、ご家族様または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を適切に行います。
・ご利用者様に、他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患（感染症）が明らかになった場合は、速やかに事業所に申告してください。治癒するまで、サービスのご利用はお断りする場合があります。














６　緊急時の対応方法
従業者は、指定通所介護の提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医への連絡等の必要な措置を講じるとともに、家族、居宅介護支援事業者等へ連絡を致します。

	
	病院名
	


	主　治　医
	主治医氏名
	あい太田クリニック

	
	連絡先
	0276—52-8857

	ご　家　族
（第１連絡先）
	フリガナ
氏名
	　

（続柄：　長男　　）

	
	連絡先
	ご自宅電話番号：　　　　　　　　　　　　　携帯電話：

	
	
	勤務先電話番号：　　　　　　　　　　　　　勤務先名：

	ご　家　族
（第2連絡先）
	フリガナ
氏名
	　

（続柄：　　　　　　　）

	
	連絡先
	ご自宅電話番号：　　　　　　　　　　　　　携帯電話：

	
	
	勤務先電話番号：　　　　　　　　　　　　　勤務先名：



７　事故発生時の対応

１　事業所は、指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者様の家族、介護支援専門員、市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
２　事業所は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものとします。
３　事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責に帰すべき事由により利用者様の生命、身体、財産に損害を及ぼした場合は利用者様に対しその損害を賠償する。
４　事業者は下記に記載する事由等の自己の責任に帰すべき理由がない限り、損害賠償責任を負わない。
　・契約者がその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、また不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が生じた場合。
　・契約者がサービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取、確認に対して故意にこれを告げず、また不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が生じた場合。
　・利用者様が急激な体調の変化等、事業所の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合。
　・契約者が事業所もしくは従業者の指示、依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合。

「損害賠償について」
利用者様に対する通所介護サービスにおいて賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行います。
なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。
	保険会社名
	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

	保険名
	介護保険・社会福祉事業者総合保険

	補償の概要
	対人事故補償・対物事故補償等



８　非常災害対策
・従業者は常に災害事故防止と利用者の安全確保に努めるものとする。
・事業所に災害対策に関する防火管理者をおき、非常災害対策に関する取り組みを行う。
　防火管理者は、定期的に消防用設備、救出用設備等を点検するものとする。
・防火管理者は、非常災害に関する具体的計画を定めるものとし、事業所はこの計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報、連絡体制を整備し、定期的に職員に周知する。
・定期的に避難、救助その他必要な訓練を行う。

９　　サービス提供に関する相談・苦情
・事業所は、提供した指定通所介護に係る利用者様又はその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するため、苦情等を受け付けるための窓口を設置する。
・事業所は、前項の苦情等の内容について記録するものとする。

１０ 　保持秘密
　事業所の従業者または従業者であった者は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者様又はそのご家族の秘密を漏らしません。

１１　お客様へのお願い
・サービス利用の際には、介護保険被保険者証と居宅介護支援事業者が交付するサービス利用票を提示してください。
・体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなった場合は、できる限り早めに担当の介護支援専門員（又は地域包括支援センター）又は当事業所の担当者へご連絡ください。
・主治医から指示事項がある場合は申し出てください。

１２  虐待防止に関する事項
事業所は、利用者様の人権擁護・虐待防止のため次の措置を講じます。
・虐待を防止するための従業者に対する研修を実施します。
・利用者様及びそのご家族からの苦情処理体制を整備します。
・その他虐待防止のために必要な措置を講じます。
・事業者は、サービスの提供中に、従業者又は擁護者（利用者様のご家族等高齢者を現に擁護するもの）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報致します。

１３　身体拘束に関する事項
利用者様の人権を最大限尊重するために、当事業所では身体拘束を禁止とします。ただし、利用者様本人や他の利用者様の生命・身体を保護するために、緊急時・やむを得ない状況で、他に方法がないと認められた時、身体拘束等その行動を制限する場合があります。その場合、管理者を中心に介護従事職員が必要性および、方法を客観的に判断し、必要最小限の制限を行うとともに、利用者様本人やご家族に対して、身体拘束の内容・目的・時間・その期間について速やかに説明を行い同意を得た上で実施します。


１４　料金の変更
介護保険制度の改訂、事業所の体制変更による報酬の変更、食材費等の高騰その他の理由により、従来の料金では運営が困難と判断した場合は、利用者様及びご家族等に対して説明と同意をいただいた上で料金変更を行えることと致します。利用者様が料金変更を承諾する場合、新たな料金表に基づく契約を取り交わします。料金変更を承諾できない場合は、事業者に対して契約を解除できることとします。





当事業者は、サービス内容説明書及び重要事項説明書に基づいて、通所介護のサービス内容及び重要事項を
説明しました。

【事業者】
所在地：　　伊勢崎市香林町一丁目543番地　　
事業者：　　株式会社HIKARI　代表取締役　斎藤小夜子
事業所名：　デイサービスWILL　BLUE
管理者：　　金井　辰徳　　
説明者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上記内容の説明を事業者から確かに受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受けました。


　　　　年　　　　　月　　　　　日

【ご利用者】
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       


氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　       


ご利用者は身体の状況等により署名ができないためご利用者本人の意思を確認のうえ、私が利用者に代わって署名を代筆しました。

【代筆者】
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　       （続柄　　　　　）
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利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要



事業所又は施設の名称 デイサービスWILL BLUE



申請するサービス種類 指定通所介護



措 置 の 概 要



１ 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の設置



担当：　　管理者　　金井　辰徳



電話番号：　0277-32-4069



受付時間：　午前8時30分から午後5時30分迄



受付日：　月曜日から日曜日



２ 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順



苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握する為必要に応じ訪問を実施し、



状況の聞き取りや事情の確認を行うこと。その際、利用者の立場を考慮しながら事実関係の



特定を慎重に行うこと。



相談担当者は把握した状況の検討を行い、当面及び今後の対応を決定する。



対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに利用者へは必ず対応



方法を含めた結果報告を行うこと。



時間を要する内容もその旨を翌日までに連絡すること。



３ 苦情があったサービス事業者に対する対応方針等（居宅介護支援事業者の場合に記入）



４ その他参考事項



介護保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の苦情窓口等に苦情を伝えることができる。



1.桐生市　桐生市役所長寿支援課　桐生市織姫町1番１号



TEL 0277-46-1111  FAX 0277-45-2940　　受付時間　午前8時30分から午後5時15分



2.太田市　介護サービス課　太田市浜町2番35号　



TEL 0276-47-1939　 FAX  0276-47-1889　受付時間　午前8時30から午後5時15分



3.みどり市　みどり市役所　介護高齢課　みどり市笠懸町鹿295



TEL 0277-76-0974  FAX 0277-76-9048  受付時間　午前8時30分から午後5時30分



4.伊勢崎市　伊勢崎市役所　介護保険課　伊勢崎市今泉町2-410　※土日祝除く



TEL 0270-24-5111 FAX 0270-23-9800 受付時間　午前8時30分から午後5時15分



5.前橋市　前橋市役所　介護保険課　前橋市大手町2丁目12番1号



TEL 027-224-1111 FAX 027-243-4027 受付時間　午前8時30分から午後5時15分



6.群馬県国民健康保険団体連合会　苦情処理委員会　前橋市総社町335-8 市町村会館内



TEL 027-290-1323(苦情相談専用) FAX 027-255-5077 受付時間　午前9時から午後5時










利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

事業所又は施設の名称 デイサービスWILL BLUE

申請するサービス種類 指定通所介護

措 置 の 概 要

１ 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の設置

担当：　　管理者　　金井　辰徳

電話番号：　0277-32-4069

受付時間：　午前8時30分から午後5時30分迄

受付日：　月曜日から日曜日

２ 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順

苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握する為必要に応じ訪問を実施し、

状況の聞き取りや事情の確認を行うこと。その際、利用者の立場を考慮しながら事実関係の

特定を慎重に行うこと。

相談担当者は把握した状況の検討を行い、当面及び今後の対応を決定する。

対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに利用者へは必ず対応

方法を含めた結果報告を行うこと。

時間を要する内容もその旨を翌日までに連絡すること。

３ 苦情があったサービス事業者に対する対応方針等（居宅介護支援事業者の場合に記入）

４ その他参考事項

介護保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の苦情窓口等に苦情を伝えることができる。

1.桐生市　桐生市役所長寿支援課　桐生市織姫町1番１号

TEL 0277-46-1111  FAX 0277-45-2940　　受付時間　午前8時30分から午後5時15分

2.太田市　介護サービス課　太田市浜町2番35号　

TEL 0276-47-1939　 FAX  0276-47-1889　受付時間　午前8時30から午後5時15分

3.みどり市　みどり市役所　介護高齢課　みどり市笠懸町鹿295

TEL 0277-76-0974  FAX 0277-76-9048  受付時間　午前8時30分から午後5時30分

4.伊勢崎市　伊勢崎市役所　介護保険課　伊勢崎市今泉町2-410　※土日祝除く

TEL 0270-24-5111 FAX 0270-23-9800 受付時間　午前8時30分から午後5時15分

5.前橋市　前橋市役所　介護保険課　前橋市大手町2丁目12番1号

TEL 027-224-1111 FAX 027-243-4027 受付時間　午前8時30分から午後5時15分

6.群馬県国民健康保険団体連合会　苦情処理委員会　前橋市総社町335-8 市町村会館内

TEL 027-290-1323(苦情相談専用) FAX 027-255-5077 受付時間　午前9時から午後5時


